
■届出施設基準

特掲診療料の届出

・別添 1の「第 9」の 1の（2）に規定する在宅療養 支援診療所

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

・在宅がん医療総合診療料

・がん性疼痛緩和指導管理料

・情報通信機器を用いた診療に係る基準


